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放課後児童対策全体の見直しについて 
放課後児童対策全体として、複数に分かれている事業を段階的に見直すことで、以下

のような２本立ての事業体制に整理を図る。 

現在の放課後児童対策   見直し後  

放課後子ども教室（直営）  
→  １．放課後子ども総合プラン（直営）  

公設児童クラブ（直営）  

学童クラブ・サマースクール（補助）  
→  ２．民間児童クラブ（補助）  

民間児童クラブ（補助）  

 

１．「放課後子ども教室」の見直しについて  

国は放課後子ども教室と放課後児童クラブを一体的に実施する「放課後子ども総合プラ

ン」を実施し、そこで、本市の放課後子ども教室を平成２９年度から放課後子ども総合プ

ラン化することで、課題である児童の安全性の強化や負担の公平化等を図る。  

また、定員のない放課後子ども教室（放課後子ども総合プラン）を全校実施することで、

待機児童の解消を図る。 

 

(１) 放課後子ども教室（放課後子ども総合プラン）の改善点等  

 利用児童数に応じた指導員を配置し、児童の安全体制を強化する。 

（放課後児童クラブについては、国の基準に準じた適正な指導員を配置する。）  

 すべての登録家庭が必要な時に利用時間等を変更できる制度（一時的な延長利用制度）

を設けることで、市民の利便性の向上を図る。 

 利用日数に応じた負担を導入することで、市民の負担の公平化を図る。 

 放課後子ども総合プランの採用により、補助金の確保を図る。 

 加入保険を見直すことで、申込月の翌々月からの利用を翌月から利用できるようにし、

市民の利便性の向上を図る。 

 

(２) 見直し後の放課後子ども教室（放課後子ども総合プラン）の事業概要  

項目  見直し後（２９年度以降）  現在の制度  

対象児童  市内小学校に通う１～６年生  同左  

開所日  
月～金曜日。土・日曜日、祝日、お盆、年
末年始は閉所。  同左  

 
○基本利用（補助対象）  

   通常    下校後～16:00 
夏休み等  10:00～16:00 ○通常利用  

通常   下校後～17:00 
夏休み等 8:30～17:00 

開所時間  
◎一般利用（市独自事業）  
通常    下校後～17:00 
夏休み等  9:00～17:00 

 
●放課後児童クラブ（補助対象）  

通常    下校後～18:00 
夏休み等  8:30～18:00 

●延長利用  
通常   下校後～18:00 
夏休み等 8:30～18:00 

 

 

 
○基本利用負担金（現状の 7 割が対象）  

  月５日以内   年額  2,000 円  
    一時延長利用 1,000 円／月  

○登録料（保険料含む）  
年額  2,000 円  

利用負担  

◎一般利用負担金  
①  月 10 日以内   1,000 円 /月  

一時延長利用５日以内     500 円／月  

１０日以内   1,000 円／月  

②  月 11 日以上   2,000 円 /月  
一時延長利用５日以内     500 円／月  

１０日以内   1,000 円／月  

１１日以上   2,000 円／月  

 
●放課後児童クラブ  

月額  5,200 円  
●延長利用料  
    月額  3,500 円  

 ※（放課後こども教室）すべての子どもを対象とし安心安全な子どもの居場所の提供。就労要件、定員なし。 

  （放課後児童クラブ）共働き家庭の児童を対象とし、適切な遊びと生活の場を提供。定員あり。  

(３) 放課後子ども教室の事業費  

・ 放課後子ども教室の２７年度実績で、国県補助 25％、市 52％、利用者 23％である負

担割合を国県・市・市民が概ね均等の負担割合となるように見直す。 

年度  歳  入  歳  出  

２７  

年度  

放課後子ども教室  

県費補助   12,351,000 円  

利用者負担   10,632,500 円  

公設児童クラブ  

国県補助    7,483,000 円  

利用者負担    7,719,400 円  

        計    38,185,900 円  

放課後子ども教室（6 校）  

委託料等     48,751,717 円  

公設児童クラブ（3 ヶ所）  

委託料      30,960,000 円  

計   79,711,717 円  

市費負担 41,525,817 円  

国県 :25％  市 :52％  利用者 :23％  

２８  

年度  

放課後子ども教室  

県費補助見込   15,929,000 円  

利用者負担見込   11,766,000 円  

公設児童クラブ  

国県補助見込   6,102,000 円  

利用者負担見込   6,375,200 円  

       計    40,172,200 円  

 

放課後子ども教室（7 校）  

委託料等  50,004,000 円  

公設児童クラブ（２ヶ所）  

委託料   23,000,000 円  

計  73,004,000 円  

市費負担  32,831,800 円  

国県 :30％  市 :45％  利用者 :25％  

２９  

・  

３０  

年度  

 

放課後子ども教室  

国県補助見込   30,172,000 円

（放課後こども教室及び放課後児童クラブ補助金含む）  

利用者負担見込  28,942,000 円  

計   59,114,000 円  

放課後子ども教室（9 校）  

委託料等   94,025,000 円  

市費負担  34,91０ ,000 円  

国県 :32％  市 :37％  利用者 :31％  

      

（
放
課
後
こ
ど
も
教
室
） 

（
放
課
後
こ
ど
も
教
室
） 


